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１．乗合旅客の運送に係る規制の適正化関係 

 

頂いた御意見 国土交通省の考え方 

①許可関係 

・一般乗合旅客自動車運送事業の参入・撤退には

厳格な基準を設けるべきである。 

 

 

 

・事業の撤退については地域公共交通会議の協議

事項とすべきである。 

 

・一般乗合旅客自動車運送事業の参入・事業の開

始については、これまでと同様に、輸送の安全

及び利用者の利便を確保する観点から必要な

基準を設定し、厳格な審査を行っていくことと

しております。 

・地域公共交通会議は、地域の実情に応じた適切

な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関す

る事項、市町村運営有償運送の必要性及び旅客

から収受する対価に関する事項その他これら

に関し必要となる事項を協議するため設置す

ることとしております。なお、地域公共交通会

議は、事業の撤退を含む生活交通のあり方を協

議する地域協議会の分科会として位置づける

ことも可能としております。 

②運行計画関係 

・交通空白地帯、交通空白時間における運行につ

いて、その適切性を判断する具体的な基準を示

されたい。 

 

・クリームスキミング的な運行については、地域

公共交通会議の協議が調っている場合にも認

めるべきでない。 

 

・いわゆる「クリームスキミング的な運行」に該

当することの要件について、従来の基準に、オ

フピーク時間帯の運行回数が０回であること

を新たに加えることとしております。 

・地域公共交通会議において既存の旅客自動車運

送事業者の合意がある場合には、既存事業者の

利益を損なうことが想定されないことから、ク

リームスキミング的な運行についても認める

こととしております。 
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２．自家用有償旅客運送関係 

 

頂いた御意見 国土交通省の考え方 

①自家用有償旅客運送の対象（全般）関係 

・乗合運送を利用者の状態に関係なく、積極的に

認めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・旅客の範囲はできるだけ具体的、客観的に決め

ることとされたい。 

 

 

 

 

・利用者の範囲は当該市町村の在住者に限らず、

「発地又は着地」のどちらかの条件を満たす者を

対象とすべきである。 

・利用者の範囲は当該市町村の在住者に限定すべ

きである。 

・当日会員、臨時会員を認めることのないように

されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者には会員証の交付、携行を義務付けられ

たい。 

 

 

・市町村運営有償運送及び過疎地有償運送にあっ

ては、原則として乗合運送を認めることとして

おりますが、福祉有償運送については、バス、

タクシー事業者によることが困難な場合に、移

動制約者の生活に必要な旅客輸送を確保する

ために認められたものであり、この制度の趣旨

からドア・ツー・ドアの個別輸送を原則として

おります。ただし、透析患者の透析のための輸

送等であって運営協議会が認めた場合には、一

回の運行で複数の旅客を運送することを可能

としております。 

・自家用有償旅客運送は、バス、タクシー事業者

によることが困難な場合に、地域住民の生活に

必要な旅客輸送を確保する重要性にかんがみ、

自家用自動車による有償運送を認めるもので

あり、その対象は実態等を踏まえて限定したも

のとしております。 

・当該市町村に所用のある方の移動手段を確保す

る必要がある等の運送の実態に照らし、旅客の

発地又は着地のいずれかが当該市町村にあれ

ば運送の対象とすることとしております。 

 

・どのような者を会員とするかは、法令に定める

要件を満たしていることを前提に一義的に運

営協議会の協議を経て個別に判断されるべき

ものですが、当日会員や臨時会員を認めた場合

には、バス、タクシー事業者によることが困難

な場合に、地域住民の生活に必要な旅客輸送を

確保する重要性にかんがみ、自家用自動車によ

る有償運送を認めるという制度の趣旨を損な

うことから、適当でないものと考えておりま

す。 

・利用者に会員証を交付するか否かといった点に

ついては運送者により判断されるべきものと

考えますが、会員以外の者を運送した場合には

行政処分等の対象となります。 
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②自家用有償旅客運送の対象（市町村運営有償運

送）関係 

・マイクロバスが使用できるのは市町村運営有償

運送に限定すべきである。 

 

 

 

・交通空白の地域においてバス、タクシー事業者

によることが困難な場合に、地域住民の生活に

必要な旅客輸送を確保する重要性にかんがみ、

自家用自動車による有償運送を認めるもので

あるという点では、過疎地有償運送は市町村運

営有償運送と異ならないことから、この場合に

はマイクロバスの使用を認めることとしてお

ります。 

③自家用有償旅客運送の対象（福祉有償運送）関

係 

・セダン型車両の利用対象者を限定すべきでな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通院の場合は福祉有償運送であってもマイクロ

バスの使用を認めてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・福祉架装がなされた貨物車両も有償運送に使用

できることとされたい。 

 

 

 

・今回の法改正は、バス、タクシー事業者による

ことが困難な場合に、移動制約者の移動の確保

を図ることを１つの目的として行ったもので

あり、福祉有償運送については、使用する車両

を問わず、身体障害者手帳を交付された者、要

介護認定者、要支援認定者、その他障害を有す

る者であって、他人の介助によらずに移動する

ことが困難であり、単独では公共交通機関を利

用することが困難な者及びその付添人を運送

の対象としているところです。ただし、セダン

型車両を用いて運送を行う場合には、一定の要

件を満たす者を乗務させることを求めている

ところです。 

・福祉有償運送は、バス、タクシー事業者による

ことが困難な場合に、移動制約者の生活に必要

な旅客輸送を確保するために認められたもの

であり、制度の趣旨から乗車定員１１人未満の

車両を用いたドア・ツー・ドアの個別輸送を原

則としております。ただし、透析患者の透析の

ための輸送等であって運営協議会が認めた場

合には、一回の運行で複数の旅客を運送するこ

とを可能としております。なお、市町村運営有

償運送及び過疎地有償運送にあっては、マイク

ロバスの使用が可能となっているところです。

・回転シートやリフトを備えた車両であれば、貨

物車両であっても有償運送に使用できること

としております。 

④登録申請関係  
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・複数の自治体に申請している団体の利便を図る

ため、書類や事務手続きの簡素化を図るべき。

 

・助け合い活動の中で運送の有無にかかわらず一

定額の謝礼をもらう場合には登録は不要とし

てほしい。 

・運送の対価がガソリン代程度にとどまるとき

は、登録は不要としてほしい。 

・実費の範囲であり、営利行為と認められない場

合には登録を不要としてほしい。 

・透析患者の送迎については登録を不要としてほ

しい。 

 

 

 

 

・福祉有償運送の登録に際しては、医師の診断書

等利用者が「単独での公共交通利用困難」であ

る旨の証明書を添付することとされたい。 

 

・地方公共団体からＮＰＯへの協力依頼文書を添

付することとされたい。 

 

 

 

 

・欠格事由に該当するか否かは代表者による宣誓

をもってこれに代えてほしい。 

 

・添付書類については、登録の拒否要件に該当す

るか否かを判断するために最低限必要な書類

を求めることとしております。 

・単に実費の範囲内であること又はガソリン代程

度にとどまること等をもって登録を不要とす

ることは適当でないと考えますが、駐車料金等

当該運送行為が行われない場合には発生しな

いことが明らかな費用（同種の運送を行った場

合には、運送目的、運送主体を問わず発生する

費用に限る。）であって、客観的、一義的に金

銭的な水準を特定できるものを負担する場合

等については登録は不要とする等、登録又は許

可が不要な運送の態様の詳細については、「道

路運送法における登録又は許可を要しない運

送の態様について」（平成１８年９月２８日付

け事務連絡）に定めております。 

・福祉有償運送の利用者については、医師の診断

書等に基づき運営協議会において運送の対象

とすることの可否について協議することとし

ております。 

・登録に当たっては運営協議会が交付した協議が

調っていることを証する書類を添付すること

としているところであり、手続の簡素化、迅速

化を図る観点から別途地方公共団体の協力依

頼文書は求めないこととしております。 

・欠格事由の有無については、ＮＰＯ等の代表者

による役員に欠格事由に該当する者がいない

旨の宣誓をもってこれに代えることができる

こととしております。 

⑤運送の区域関係 

・事務所等が存在しない区域（空区域）は運送の

区域として認めないようにしてもらいたい。 

 

 

・自家用有償旅客運送は、バス、タクシー事業者

によることが困難な場合に、地域住民の生活に

必要な旅客輸送を確保するために認めるもの

であり、また、適切な運行管理の実施の観点か

らも、対象となる運送の区域は限定したものと

しております。運送の区域については、輸送の

安全及び利用者の利便を確保するのに問題が

ない場合には、事務所等の有無を問わず地域公

共交通会議又は運営協議会を主宰する市町村

又は都道府県の区域のうち、当該会議又は協議

会で協議が調った市町村を単位とすることと
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しております。 

⑥地域公共交通会議、運営協議会の運営関係 

・各自治体に対して運営協議会の設置を義務づけ

るべき。 

 

 

 

 

・運営協議会には県も主導的な役割を果たすこと

としてほしい。 

 

 

 

 

 

・福祉有償運送の利用者の状態については、判定

機関等により判断すべきではない。 

・福祉有償運送の利用者の状態については、市町

村の担当部門にて行うこととされたい。 

・運営協議会の協議の手法等は運営協議会に委ね

ることとしてほしい。 

・運営協議会の合意に当たっては多数決を導入し

ないようにされたい。 

・運営協議会においては申請者の非営利性を確実

に確認するようにされたい。 

 

 

 

 

・運営協議会が国の基準を上乗せすることのない

ようにされたい。 

 

・運営協議会を設置するか否かは当該地方自治体

の判断によるものと考えておりますが、国土交

通省としても、各地方自治体に対して設置を呼

びかけるとともに、運営に当たってのガイドラ

イン等を示すことにより円滑な設置及び運営

を図ることとしております。 

・運営協議会については、地域住民の生活に最も

密接に関連し、かつ地域の交通政策、福祉政策

について直接責任を負う地方公共団体として、

市町村が一義的に主導的な役割を果たすべき

ものと考えておりますが、複数の市町村の区域

を対象とする場合等には、当該市町村と緊密な

連携を図ることを求めているところです。 

・運営協議会における具体的な運営の方法につい

ては、当該運営協議会において決定されるべき

ものと考えておりますが、適切な運営が確保さ

れるよう、国土交通省としてもモデル要綱や運

営のガイドラインを示しております。 

 

 

 

・自家用有償旅客運送の主体となることができる

のは非営利法人に限られているため、申請者の

非営利性を確認する必要はないと考えており

ますが、運送者が収受する対価が営利に至らな

い範囲であるかについては、運営協議会におい

て確実に確認することとしております。 

・国が設定している基準については、輸送の安全

及び利用者の利便を確保する上で必要最低限

のものを定めているところです。 

⑦地域公共交通会議、運営協議会の構成員関係 

・学識経験者は原則として公共交通に関する学識

を有する者とされたい。 

 

 

・地域公共交通会議及び運営協議会の構成員につ

いては、公正・中立な運営が確保され、十分な

議論が尽くされるよう、バランスにも配慮し

て、地方公共団体の長、一般旅客自動車運送事

業者及びその組織する団体、住民又は旅客、地

方運輸局長、事業用自動車の運転者が組織する

団体等としています。このほかに運営協議会等
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の判断によりその他学識経験者等必要な者も

加えることも可能となっておりますが、この場

合にどのような者を構成員とするかは、運営協

議会が判断すべきものと考えます。 

⑧対価の基準関係 

・非営利と見なすことのできる運送の対価の基準

を定めて頂きたい。 

・実費相当額がいくらかを明確にして欲しい。 

・運送の対価の基準はタクシー料金の１／２であ

ることとしてほしい。 

・運送の対価の基準はタクシー料金の１／２であ

ることとしないでほしい。 

・対価の設定方法として、距離制、時間制、エリ

ア制等の形態を認めてほしい。 

・対価の設定方法は一通りとしてほしい。 

・対価については、入会金、会費も含めて判断し

てほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自家用有償旅客運送は、採算性の面からバス、

タクシー事業者が参入しないなど、事業者によ

ることが困難な場合に認める制度であり、対価

については、営利目的とならない範囲のものと

すべきと考えております。 

・具体的には、省令で燃料費等を勘案して実費の

範囲内であること、過疎地・福祉有償運送につ

いては、バス、タクシー事業の運賃・料金を勘

案して営利目的とは認められない妥当な範囲

であり、運営協議会で協議が調っていること等

としております。 

・この具体的な考え方には、「自家用有償旅客運

送者が利用者から収受する対価の取扱いにつ

いて」（平成１８年９月１５日付け国自旅第１

４４号）において示しているところですが、運

送の対価（専ら団体の活動の維持・運営に充て

られる会費等は含めない。）については、営利

目的にならない範囲として、これまでの実態等

を踏まえ、概ねタクシー運賃の１／２の範囲内

等であることを目安とするとともに、対価の設

定方法については、利用者の利便を確保する観

点から、距離制、時間制、定額制または運営協

議会の合意に基づいた対価の設定ができるこ

ととしております。 

⑨輸送の安全、旅客の利便の確保のための遵守事

項関係 

・自家用有償旅客運送者に係る指導の権限を運営

協議会に付与してほしい。 

 

 

 

・様式はあくまで記載例ということにして、現行

の様式が使えるようにされたい。 

 

 

・運営協議会の設置及び運営に関するガイドライ

ンにおいて、運営協議会の主宰者は、利用者か

らの苦情及び通報、事故その他の連絡を受けた

場合に適切な運営を確保するため必要な指導

を行うことを盛り込むこととしております。 

・諸記録については、項目のみを定めることとし、

参考様式を示すこととしております。 

⑩認定講習関係 

・運転者等が受講すべき講習は必要最低限度のも

 

・運転者が受講すべき講習は、輸送の安全及び旅
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 のとし、できるだけ簡素なものとして欲しい。

 

・使用車両によらず、運転者等に対する講習は運

転及び介助の技術に関する講習とすべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

・運転者等に対する講習には実技講習も取り入れ

るべきである。 

 

・運転者等に対する講習で全ての車種を用いるこ

とは困難であるため、福祉車両の取扱いは講習

に入れるべきではない。 

 

 

 

・国土交通省の基準に則ったものであれば各団体

での講習の実施を可能としてほしい。 

・申請者が属する法人での講習受講を認めるべき

ではない。 

・現行の運転協力者講習は大臣が認定する講習と

されたい。 

 

・適性に実施されていない場合の認定取り消しを

含め、認定講習のフォローアップをしっかりと

行うべきである。 

・既に講習を受けた者については新たに講習を受

ける必要のないようにしてほしい。 

 

 

・ヘルパー資格があるだけでなく、福祉有償運送

の知識、理解がある者を講師として専任すべき

である。 

・テキストについても大臣認定の対象とすべきで

ある。 

 

 

客の利便を確保するために必要最低限度のも

のとしております。 

・市町村運営有償運送及び過疎地有償運送の運転

者に対する講習は運転に関すること等を内容

とするのに対し、福祉有償運送の運転者に対す

る講習については福祉に関する知識を内容と

し、セダン型車両を用いた福祉有償運送の運転

者又は乗務員に対する講習については介助技

術を内容とする等、講習の内容については自家

用有償運送及び使用する車両の種類に応じて

適切なものとしております。 

・介助に関する技術や福祉車両の取扱い等につい

ては、実技や演習を取り入れることとしており

ます。 

・運転者等に対する講習の内容については、自家

用有償運送及び使用する車両の種類に応じて

それぞれに適したものとしており、福祉車両を

使用した福祉有償運送の運転者等に対する講

習においては福祉車両の取扱いを内容に取り

入れております。 

・一定の基準を満たすことにより国土交通大臣の

認定を受けた講習であれば、講習の実施主体を

問わず当該講習を修了したことにより運転者

の要件を満たすこととしております。 

・現行の講習が基準に適合するものであれば、申

請により国土交通大臣の認定を受けることが

可能となります。 

・講習の内容が基準に適合しなくなった場合に認

定を取り消すことも含め適正に対処していく

こととしております。 

・既に講習を終了した者については、ブラッシュ

アップ講習を受けることにより運転者の要件

を満たすものとする方向で今後検討していく

こととします。 

・講習の認定に当たっては、講習を的確に実施す

るために適当な者が選任されているかを含め

て審査することとしております。 

・国土交通省としては、輸送の安全及び旅客の利

便を確保するために必要最低限度の基準を定

めているところであり、テキストを含め具体的

な講習の実施方法については、講習実施者が決
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・座学の講義と実技を同一の実施主体がするよう

にすべきである。 

 

・十分な車いす台数、福祉車両台数があるところ

に講習をやらせるべきである。 

定するものと考えております。 

・認定に当たっては、講義及び演習を一体のカリ

キュラムとして実施できるものについて認定

をすることとしております。 

・認定に当たっては、実技を含む講習の適切な実

施のために必要な体制が整備されているか否

かを判断することとしております。 

⑪運行管理・整備管理関係 

・整備管理の責任者及び運行の管理の責任者は運

 転者との兼務を認めてほしい。 

 

・自家用有償旅客運送は、他人を有償で運送する

ものである以上、バス、タクシー事業と同様、

輸送の安全の確保を図ることが不可欠ですが、

実際の運行形態等を踏まえ、それに応じた水準

の措置を求めることとしております。運行管理

については、届出までは求めないものの、運行

管理者、運行管理者試験の受験資格を有する

者、安全運転管理者の選任要件を満たす者等の

中から、事務所ごとに、管理する自動車数に応

じた数の責任者を選任しなければならないこ

ととしておりますが、運転者との兼務を禁止し

ているものではありません。整備管理の責任者

についても同様です。 

⑫安全な運転のための確認関係 

・対面点呼は非現実的な方法であり、原則化すべ

きでない。 

・対面点呼の確実な実施を徹底してほしい。 

 

 

・運転者に対する疾病、疲労、飲酒等の確認、指

示については、対面で行うよう努めることとし

ておりますが、これにより難い場合には、電話

により必要な確認等を確実に実施できる体制

を整備し、実施することを求めることとしてお

ります。 

⑬乗務記録関係 

・確認の記録、乗務記録等各種記録は簡素化して

ほしい。 

 

 

・確認の記録や乗務記録等については、バス、タ

クシー事業における乗務記録の内容を踏まえ

て必要最低限の項目を定めております。 

⑭損害賠償措置関係 

・任意保険等は有償運送時でも有効であるもので

あることとされたい。 

 

 

 

 

・任意保険等は自家用の保険でよいこととしてほ

 

・万が一事故が発生した場合に十分な損害賠償措

置を講ずることができるよう、対人８，０００

万円、対物２００万円以上の任意保険の加入等

を求めることとしておりますが、これらについ

ては、有償運送時でも有効であることを要件と

しております。 

・任意保険の内容については、一義的には保険会
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しい。 

 

社等との関係により決定されるべきものです

が、必要な要件を満たす場合には、自家用の保

険であっても問題ありません。 

⑮自家用有償旅客運送自動車への表示関係 

・車体表示はペンキ又はステッカーによることと

されたい。 

 

 

・タクシー類似行為を防止する観点から、自動車

の両側面に一定の表示を求めることとしてお

りますが、使用する自動車が自家用であること

を考慮し、表示は自家用有償旅客運送を行う場

合に行えばよいこととしております。 

⑯事前・事後チェック関係 

・既に許可を受けないで自家用有償旅客運送を行

っている者については登録を拒否されたい。 

 

・事後チェックを充実させてほしい。 

・違反があった場合には既存の事業者と同等の処

分をすべきである。 

・行政処分を行う場合には事前に運営協議会の意

見を聴取すべきである。 

・行政処分を行った場合には運営協議会に通知を

するようにされたい。 

 

・許可を受けずに運送を行った者であって、一年

以上の懲役を受けたものについては、登録を拒

否することとしております。 

・ 行政処分等の基準を定め、これに基づき、違

反行為があった場合には業務の停止や登録の

取り消しを含め厳正に対処していくこととし

ます。 

 

・行政処分等を行った場合には、行政処分等を行

うに至った違反事実、行政処分等の内容を遅滞

なく運営協議会の主宰者に通知することとし

ております。 

 

３．タクシー関係 

 

頂いた御意見 国土交通省の考え方 

①運行記録計関係 

・運行記録計の義務付け対象となる地域は日車走

行キロ数で客観的に図るべき。 

 

 

 

 

 

・患者等輸送限定は運行記録計義務付け対象から

除外して欲しい。 

 

・運行記録計による記録を義務付ける地域につい

ては、流し営業の割合、日車走行キロ等を踏ま

え、運行記録計による記録を行うことで義務付

けを行うことでより確実かつ合理的な運行管

理が行われると考えられる地域としており、具

体的には地方運輸局長が指定することとして

おります。 

・指定地域に一律に義務付けを行うのではなく、

運行の態様等を考慮して、福祉輸送サービスに

使用する特殊車両等地方運輸局長が認める場

合には、義務付け対象から除外することとして

おります。 
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②運賃制度関係 

・運賃の「小型車」区分を設定してほしい。 

 

 

・車種は原則として特定大型車、大型車及び普通

車の区分としておりますが、地方運輸局長が地

域の実情に応じた区分を設定することを可能

としております。 

③患者輸送限定等事業関係 

・ぶらさがりには事業に準じた取扱いをしてほし

い。 

 

 

・訪問介護事業所の訪問介護員等が自家用自動車

による有償運送を行う場合には、適切な運行管

理を実施すること等事業に準じた措置を講じ

る必要がある旨を明確化しました。 

 

※ 類似の御意見については、趣旨を損なわない範囲で、適宜まとめさせて頂きました。  

 


